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　４月25日、常議員会を開催し15名が出席しました。開会にあたり、松浦会頭より次のような挨拶がありました。

　先日開催した３役会から資料を電子化しており、タブレットを使用して会議を行っています。SDGsの目標の１つでも
ある自然環境の保全にもつながりますので、今後の会議は順次電子化して開催していきたいと思いますのでご理解とご
協力をお願いいたします。プレミアム建設券第１回目は、予定口数を大きく超える申込みがありましたが、３件に１件が
残念ながら落選という結果になりました。令和３年度は前冬の豪雪により建物の被害がかなりあったため市のご配慮に
より、豪雪特例として申込み者全員を当選としましたが、今年度も全員当選とすると来年以降の建設券事業にまで影響
を及ぼしかねないことから苦渋の決断をしたところです。建設券は８年目を迎え、これまでに市民の皆さんから市内の
業者に発注していただいた金額は100億円を超えており、改めて深く感謝を申し上げたいと思いますし、市内の業者を
使っていただくことが岩見沢の原動力になっているということを感じたところです。

　常議員会の協議事項は次の通りです。すべての案件について承認されました。

■付議事項
議案第１号　第70回全道商工会議所大会提出議案について
議案第２号　第14回会員親睦ゴルフ大会について
議案第３号　令和５年１月５日の新春会員交流会について

■報告事項
報告第１号　各委員会からの報告について
報告第２号　岩見沢プレミアム建設券について

１　新型コロナウイルス感染症対策の支援策につい
て【新規】

２　中小企業対策の推進について【継続・新規】
３　健康経営を推進する中小企業へのインセンティ
ブについて【継続】

４　国道・道道・鉄道の整備促進について【継続】
５　北海道新幹線の早期完成と開業効果拡大につい
て【継続】

６　鉄路の維持及び機能強化について【継続】
７　雪害、自然災害などにも強い防減災の街づくり
対策推進について【継続】

８　非接触型社会（ネットショッピング、キャッシュ
レス）推進について【新規】

９　道内建設業の安定のための公共工事平準化要望
について【継続】

10　外国人労働者の在留資格『特定技能』制度につい
て【継続・新規】

11　税制改正について【新規】
12　行政手続きの簡素化とデジタル化について
　　【新規】
13　高速道路の有料料金の見直しと軽減について
【新規】
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～ささいなことでも
　　　　　お気軽に～

令和4年度第1回常議員会開催 全道大会提案議案を決定！ 
会員親睦ゴルフ大会８月26日開催！
新春会員交流会令和５年１月５日開催！

開会の挨拶をする松浦会頭

岩見沢商工会議所から全道商工会議所大会に提出する議案
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　４月13日午後７時よりホテルサンプラザにて令和４年度通

常会員総会が開催され、新会長に宮谷征吾氏が就任しました。

　宮谷会長は就任挨拶で「本年度は、政策提言やSDGsの推進な

ど新しいことへの挑戦をしたい。この１年は学習や知識向上を

目標とし、しっかりとした基盤を作り上げていきたい」と話し、

スローガン

『 Ｍｏｖｅ ｔｏ ｔｈｅ ＮＥＸＴ ＳＴＥＰ 』
～ 繋ぐ想い　変革へのチャレンジ ～

が掲げられました。

　また、総会終了後の懇親会では協定を結んでいる宮古島商

工会議所青年部７名が来場され10月７、８、９日に開催される

「第42回九州ブロック大会宮古島大会」のPRを行い、交流を深

めました。

就任挨拶をする宮谷新会長

ブロック大会のPRをする宮古島YEG

委 員

片　野　　裕　勝 松　本　　雄　介市　原　　正　基

羽　根　　　　健

委 員

北海道商工会議所青年部連合会
理事 宮　谷　　征　吾

北海道商工会議所青年部連合会
幹事 越　前　　良　太

委 員

佐　川　　直　樹

山　崎 　亜 沙 美

山　田　　卓　也

委 員 髙　谷 　進 之 介 委 員

委 員

岡　本　　敏　幸

渡　辺　　和　幸

地 域 ク リ エ ー シ ョ ン 委 員 会

委 員 長 五 十 嵐 　幸　毅

大　津　　百　幹

室 長

委 員

委 員

委 員

五 十 川 　茂　尚

朝　山　　康　夫

糸　田　　健　一

矢　島　　幸　子 仁　志　　安　男

加　藤　　一　美

大　坂　　信　二

室 長

副 委 員 長

委 員

委 員

委 員

委 員

副 委 員 長

委 員

副 委 員 長

波 田 野　　　  愛
委 員 鈴　木　　一　寛
委 員 田　村　　英　明

未 来 創 造 室岩 見 沢 Ｓ Ｄ Ｇ ｓ 推 進 室

小　川　　　　明

田　村　　英　明

門　馬　　沙　妃
西　園　　真　樹
梅　田　　　　要

委 員

委 員 長 佐　野　　拓　馬 委 員 長

未 来 の 新 題 厳 選 委 員 会

令和４年度岩見沢商工会議所青年部組織図

副 会 長鈴　木　　一　寛 工　藤　　勝　利

委 員 工　藤　　勝　利
委 員 越　前　　良　太

副 会 長

専務理事補佐

会 員 総 会

監 事 山　口　　弘　晃
役 員 会

監 事 小　柳　　圭　子

事 務 局 小　玉　　直　貴

波 田 野  　　  愛 会 長 宮　谷　　征　吾

相 談 役 山　本　　真　士

専 務 理 事 越　前　　良　太

直 前 会 長

専務理事補佐 山　田　　道　康

筆頭副会長

イ ノ ベ ー シ ョ ン 推 進 室

室 長 野　﨑　　裕　哉

人 の つ な が り 再 考 委 員 会 面 白 い か ら 、 や る 。 委 員 会

委 員 長 白　戸　　良　典
副 委 員 長 山　本　　梨　乃 副 委 員 長 福　田　　幹　康
委 員

委 員

工　藤　　宏　志
委 員 毛　馬　内　　潤

宮　川　　欣　也 委 員

林　﨑　　淳　一

大　塚　　浩　介 委 員

委 員

道央・道南協議会
筆頭副会長 山　田　　道　康

吉　田　　陽　一 委 員

道央・道南協議会
筆頭副会長補佐 小　川　　　　明

議決権者

未 来 ビ ジ ョ ン 研 究 室

長 谷 部 　絢　也

委 員

後　藤　　尚　史

三　谷　　貴　英
委 員

委 員

令和４年度

～ 宮谷征吾氏が会長に就任 ～
青年部通常会員総会を開催
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第29期　岩見沢商工会議所議員職務執行者変更のお知らせ

当所議員について、下記のとおり議員職務執行者変更の届出がありましたのでお知らせします。

■空知石炭㈱　常務取締役　藤澤　一彰様（退任：代表取締役　冨岡　芳明様）

岩見沢商工会議所
新会員募集中！

岩見沢商工会議所は、地域の総合経済団体と
して、地区内商工業者の声をとりまとめ、国
や北海道、岩見沢市等へ要望・提言活動を行っ
ています。
より多くのご意見・ご要望を集約するため、
岩見沢商工会議所では、新会員を募集中です。

商工会議所のサービスをご利用ください！

など、いろいろあります！

会員交流会

税務・経理指導

金融相談

法律相談

共済制度

講習会・セミナー

岩見沢商工会議所では節電及び

地球環境へ配慮し、室温を高めに

設定しているため軽装で執務いたします。

みなさまのご理解をお願いいたします。

事業所名 代表者 住　所 業　種

ツボイ美工 坪井　紀和 西川町311-2 建築塗装

ライフサイディング 大槻　直幹 5条東8丁目1-19 外壁工事

理容花形 花形　秀光 5条西11丁目1-1 理容業

大金　靖弘 北5条西13丁目3-12 商品販売業

安沢税理士事務所 安沢　義孝
有明町南1番地12

ITビジネスセンター2階
税理士

木村　達矢 中幌向町423-5 建築業

そば岩 大村　滿子 3条西2丁目11番地 飲食業

プチ居酒屋　お多福 早川優美子 3条西3丁目1-1 飲食業

日燃ホームサービス 神山　大輔 10条西20丁目3-3 整備・小売

TNパイプ 中野　　勲 日の出台1丁目12-7 配管業

Salon Pele 安藤　紗世
栄町1丁目1-13

メゾネット栄A号室
セラピスト

リンカーン 松浦　正雄 3条西1丁目 飲食業

スナック　K.e.e.p 仮屋　知秋 2条西2丁目11-6古城ビル1F 飲食業

新入会員紹介新入会員紹介 ̶ご入会ありがとうございます̶̶ご入会ありがとうございます̶ （敬称略）
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第2回 World Baseball of Children【NORTH FIGHT】2022  開催決定
～海外少年野球チーム（台湾ほか）を招へい～

労働保険事務組合を　　　　　
　　　　　利用しませんか！

令和４年度労働保険年度更新のお知らせ
年度更新（手続き・納付）は、６月１日（水）～７月11日（月）!!

岩見沢プレミアム建設券　第１回申込は、申込多数により抽選となりました！！
～第2回申込は6月 1日申込開始～

第1回申込結果

問合先：岩見沢プレミアム建設券事業実行委員会  ℡ 0126-22-3445

区分

発行予定
申込
当選

口数

  7,200口
10,905口
  7,203口

件数

ー
952件
624件

第2回申込日程
申込期間

6月1日(水)
～ 6月10日(金)

発行予定

3,600口

新着情報・申請書等各種様式はホームページに
掲載しておりますので、ご覧ください。
https://www.iwamizawacci.or.jp/kensetuken2022/

6月15日(水) 6月15日(水)～

抽選日 着工日

　当所が後援している「第２回World Baseball of Children【NORTH  FIGHT】2022」が９月23日～25日

に岩見沢市営球場他で開催されます。

　少子化で野球人口が減少する中、野球大会を通じて少年の健全なる心

身の成長を促すことを目的にしており、海外チームを含む16チームが全

国から岩見沢市に集結する予定となっています。

　大会は市内の野球場を利用しトーナメント方式で試合を行う他、選手

同士の交流会や整体師によるケア教室なども開催されます。

　実行委員会（内田茂伸実行委員長）では、協賛金を募っており１口

5,000円からとなっています。

　振込みのほか商工会議所窓口でも受付けていますのでご支援をお願

いいたします。

【お振込先】 　空知信用金庫　本店　（普）1050357　

　　　　　 　口座名：ノースファイトジッコウイインカイ

【問 合 せ】 　ノースファイト実行委員会

　　　　　 　TEL 080-6092-6602（内田）

年度更新とは？
労働保険の年度更新とは、⑴前年度にすでに支払っている
保険料の精算をするため「確定保険料」の申告・納付と、⑵
新年度の「概算保険料」を納付するための申告を同時に行う
手続のことを言います。

年度更新の流れ

■労働保険事務委託するメリット
①  労働保険事務を事業主に代わり処理するので事務の手間

が軽減
②  労働保険料の金額にかかわらず３回に分割納付できるの

で、負担が軽減
③  通常労災保険に加入できない事業主や役員も特別に労災

保険に加入できる

■労働保険事務組合ができる事務手続き
①  概算保険料・確定保険料などの申告及び納付に関する事務

②  雇用保険被保険者に関する届け出の事務等その他労働保
険についての申請

労働保険事務組合とは、事業主に代わって労働保険料の申
告・納付その他労働保険に関する各種届出等の煩雑な事務
作業を事業主に代わり行います。

岩見沢商工会議所　労働保険事務組合　電話22-3445
問合先

https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/home.html

令和４年度は４月に事業主負担、10月に労働者負
担・事業主負担の雇用保険料率が変更になります。

年度途中から変更となりますのでご注意ください。

（1）確定保険料
の計算　

（2）新年度の概算  
　  保険料の計算

（3）申告納付
北海道労働局　年度更新
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　日商ＬＯＢＯ調査（早期景気観測）

【３月調査結果のポイント】

　３月の全産業合計の業況DIは、▲32.7（前月比+1.2ポ

イント）。新型コロナ感染拡大の影響に伴う巣ごもり需

要による日用品などの売上が増加した小売業や、飲食料

品関連の卸売業の業況感が改善した。一方、18都道府県

におけるまん延防止等重点措置が延長され、営業制限や

イベントの中止が続く中、観光関連や対面サービス業を

中心に売上が低迷するほか、製造業では、慢性化する部

品供給制約に伴う生産調整の影響を受けた自動車関連

の動きが押し下げ要因となっている。業種を問わず、原

油価格を含む資源・資材価格、原材料費の高騰などのコ

スト増加が収益回復の足かせとなっており、中小企業の

景況感は、持ち直しの動きがみられるものの、力強さを

欠く。

　先行き見通しDIは、▲28.8（今月比+3.9ポイント）オミク

ロン株の感染収束が見通せない中、春の観光需要喪失、受

注・売上減少の長期化、年度末を控えた借入金返済時期の

到来による資金繰り悪化を不安視する声は多い。また、部

品などの供給制約、資源価格の高騰、円安、人件費上昇な

どの相次ぐコスト増加分の価格転嫁の遅れによる業績悪

化への懸念もあり、中小企業においては厳しい見方が続く。

　産業別にみると、今月の業況DIは前月に比べ卸売業、小

売業、サービス業で改善、建設業でほぼ横ばい、製造業

で悪化となった。各業種から寄せられた特徴的なコメン

トは以下のとおり。

【建設業】

「店舗の工事受注により売上は改善したものの、部材の納期遅れに伴う工期長期化や鋼材などの建築資材価格の上昇が

続いており、厳しい状況」（一般工事業）

「民間設備投資が停滞しており、受注は減少。また、地域の公共工事の入札も競争が厳しく、売上確保に苦慮している」

（管工事業）

【製造業】

「半導体や海外からの部品不足による国内自動車メーカーの生産調整が続いており、受注が回復してこない。世界的な

脱炭素化の流れにより、電気自動車への転換が進んでおり、内燃機関の開発や新規案件が減少している」（自動車部品

製造業）

「土産物の需要が戻らない中、小麦粉などの原材料価格の上昇を吸収しきれない状況となっており、来月より商品の値

上げを実施する予定」（菓子製造業）

【卸売業】

「売上は堅調に推移しているが、原油や銅価格の上昇による電線などの製品の仕入価格が大幅に上昇しており、販売価

格への転嫁を取引先と交渉している」（一般機械器具卸売業）

「消費者への直売や価格転嫁の取り組みの成果もあり、売上は維持している。ただし、先行きについてはロシアによる

ウクライナ侵攻に伴いロシア産の冷凍魚の輸入が困難になると見込んでおり、さらなる仕入コスト上昇を懸念してい

る」（水産物卸売業）

【小売業】

「食料品の売上が堅調に推移し、業況は改善。ただし、先行きの感染状況に伴う来店客数など不透明な部分が多く、手

探りで営業している」（総合スーパー）

「欧州のメーカーを中心に入荷が滞っている。春の新生活シーズンを迎え、筆記用具の需要が高まる時期に商品不足と

なり、販売機会の損失が生じている」（文房具小売業）

【サービス業】

「前年同月に比べ、学生をはじめとした来客が増えており、業況は改善。原油高に伴い仕入商品の一部が値上げされる

ため、今後の採算悪化を懸念している」（公園・遊園地）

「例年開催されるマラソンイベントの中止や歓送迎会などの需要が低迷し、売上の減少が続いている。光熱費や小麦粉、

食用油などの値上げもあり、経営環境はますます厳しくなっている」（飲食業）

業況DI（前年同月比）の推移
21年
10月 11月 12月

22年
１月 ２月 ３月

先行き見通し
４月〜６月

全産業 ▲28.9 ▲21.1 ▲15.8 ▲18.2 ▲33.9 ▲32.7 ▲28.8
建 設 ▲22.1 ▲18.2 ▲16.3 ▲21.5 ▲22.9 ▲23.6 ▲26.7
製 造 ▲14.7 ▲13.7 ▲9.3 ▲6.9 ▲21.1 ▲25.0 ▲24.4
卸 売 ▲32.1 ▲20.8 ▲11.6 ▲18.1 ▲38.2 ▲33.3 ▲37.3
小 売 ▲42.2 ▲35.2 ▲30.0 ▲26.7 ▲43.8 ▲40.9 ▲36.2
サービス ▲34.8 ▲18.9 ▲12.5 ▲20.4 ▲43.2 ▲39.0 ▲24.7

 ※「先行き見通し」は当月に比べた向こう３カ月の先行き見通しＤＩ
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　　インボイス制度対応の
タイムスケジュール　　

１．インボイス申請期限は令和５年３月

　適格請求書（インボイス）発行事業者登録の申請期限は

令和５年３月末です。

　申請期限まで１年を切りました。消費税課税事業者の

場合は今すぐ登録申請を出しましょう。

免税事業者の場合はインボイスの自社に対する影響、顧

客・取引先との関係を検討し、申請するかどうかを考え

ましょう。

２．インボイス制度開始は、令和５年10月

　登録申請を行った事業者は、制度開始前に次の事項を

検討・実施する必要があります。

（1）自社発行請求書の様式・計算式の確認

　発行する請求書が適格請求書の要件に合う記載事項と

なるかどうかをチェックしましょう。

　記載要件は次の６項目です。下線をひいた部分が新し

い記載要件です。

①適格請求書発行事業者の氏名、名称と登録番号

②取引年月日

③取引内容（軽減税率対象品目である旨）

④  税率ごとに区分して合計した対価の額（税抜き又は税

込み）及び適用税率

⑤  消費税額等（端数処理は一請求書当たり、税率ごとに

１回ずつ）

⑥書類の交付を受ける事業者の氏名、名称

（2）経理事務への影響・負担の検討

①  一つの「適格請求書」から、複数の科目や部門にまたが

る仕訳を計上する場合、消費税額を手計算しなければ

なりません。

　  　例えば、適格請求書に仕入と自社用に使用する消耗

品が混じっている場合、仕入と消耗品費に係る消費税、

税込金額を手計算していく必要が出てきます。

②  免税事業者における経過措置適用の経理業務の負担が

増えます。

　  　インボイス制度では、免税事業者からの課税仕入れ

における仕入税額控除の経過措置が設けられています。

このため、請求書を受け取った場合、仕入元が適格請

求書発行事業者か免税事業者かの確認が必要です。

　この免税事業者からの課税仕入れを一部認める経過措

置は以下の通りです。

期間 控除対象額

令和５年10月１日～
　令和８年９月30日

仕入税額相当額×80％

令和８年10月１日～
　令和11年９月30日

仕入税額相当額×50％

令和11年10月１日～ 仕入税額控除不可

　インボイス制度では、会計システムの「取引先」の記載

は必ず必要になります。取引先ごとに適格請求書発行事

業者か免税業者を判定し、適格請求書発行事業者であれ

ば、全額仕入税額控除の対象となりますが、免税事業者

の場合はその取引を抽出して経過措置対象の取引をまと

め、仕入税額控除の計算をしなければなりません。事務

の負担は相当なものになるでしょう。今から自社の会計

ソフトがインボイスに適切に対応しているのかのチェッ

クが必要です。

（3）事務負担軽減のための簡易課税制度の選択

　上に述べたインボイス制度への事務負担対応は、消費

税の原則課税で消費税計算を行っている場合に生じてき

ます。簡易課税制度では、課税売上からみなし仕入れ率を

使って納税額を算出しますから、原則課税のような仕入

税額控除は関係ありません。基準期間５千万円以下の事

業者であれば、簡易課税を選択する方法もあります。原

則課税より納税額は増えるかもしれませんが、事務負担

の増加はなくなります。ただし、設備投資が多い年度に

は、税額計算でかなり不利になる場合もあります。慎重

な検討が必要です。

記事協力 　税理士法人ＴＡＣＳ

　　　　　　代表社員・税理士　木村聡

経営講座中小企業の
ための

６月１日㈬　プレミアム建設券第２回購入申込開始

　　　　　　　　受付締切は６月10日㈮

　　12日㈰　第161回日商簿記検定試験

　　15日㈬　プレミアム建設券　第２回抽選

　　26日㈰　第225回日商珠算検定試験

５月９日㈪　第225回日商珠算検定試験申込受付開始

　　　　　　　受付締切は５月25日㈬

　　13日㈮　第161回日商簿記検定試験申込受付締切

　　　　　　　※オンライン申込締切は12日㈭まで

～５月、６月の会議所行事予定～～５月、６月の会議所行事予定～
商工会議所で予定されている講習会、相談会、検定日程等の行事をお知らせします！ (５月10日現在)
なおホームページでは、新情報を随時更新しています。　https://www.iwamizawacci.or.jp/

令和４年８月26日

エムズゴルフクラブ

会員親睦ゴルフ大会
開催決定！


